
労働者代表の役割の一つに「就業規則の作成または変更に  

関する意見聴取」があります。 

 

 

【ポイント】 

➢ 「労働基準法第９０条」で定められている。 

➢ 就業規則を変更する場合には、会社からの説明を受けて、 

質疑応答を行う。 

➢ 職場に過半数を占める労働組合が無い場合には、労働者 

代表がその役割を担う。 
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